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国スポ競技の特別規則  

 

 

第１項  ジャイアントスラローム競技のグループについて  

（１）各グループの人数  

各グループの人数は、原則として 15 名ずつであるが、本項第５号の

上位グループ指定の計算等により決定する。  

（２）グループの数  

各部とも各都道府県の出場枠の最高によるグループ数に、次に掲げる

1 又は 2 グループを増やす。  

      成年男子   Ａ   ３＋２＝５グループ  

             Ｂ   ３＋２＝５グループ  

            Ｃ   ３＋２＝５グループ  

      成年女子  Ａ   ３＋２＝５グループ  

            Ｂ   ２＋１＝３グループ  

      少年男子     ６＋２＝８グループ  

       少年女子     ４＋２＝６グループ  

（３）上位グループの指定  

競技会の円滑な運営を図るため、次のグループについては、本項第５

号の計算によりＳＡＪが指定する。  

      成年男子   Ａ  ＝  第１グループ、第２グループ  

              Ｂ  ＝  第１グループ、第２グループ  

              Ｃ  ＝  第１グループ、第２グループ  

      成年女子  Ａ  ＝  第１グループ、第２グループ  

              Ｂ  ＝  第１グループ  

      少年男子    ＝  第１グループ、第２グループ  

      少年女子    ＝  第１グループ、第２グループ  

（４）各グループにおけるエントリー制限  

  ①  ＳＡＪが指定する前号の各グループには、同一都道府県からは、次の

人数を最高とする。  

       成年男子  Ａ＝２   Ｂ＝２   Ｃ＝２  

       成年女子  Ａ＝２   Ｂ＝１  

       少年男子   ＝４  

        少年女子   ＝３  

  ②  前第３項のＳＡＪ指定グループ以外の各グループには、各都道府県と

も１名ずつエントリーすることができる。ただし、前第３項のＳＡＪ

指定グループに出場権を得た都道府県は、残りの競技者を指定外グル

ープの上位グループより１名ずつエントリーすることができる。  

（５）計算方法  

  ①  第１グループに入る都道府県の数は、前回と前々回の１位から 15 位

までに入った選手数の合計を出し、さらに平均値を算出する。ただし、

平均値に小数点以下の端数が出たときは全て切り上げる。  

  ②  第２グループは同様に 16 位から 30 位までを計算する。  

  ③  ①及び②の計算により、グループの制限数を超えた場合は、超えた数

を次のグループに繰り入れる。ただし、各グループとも制限数を超え

ることはできない。  
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（６）ドロー  

  ①  各グループのドローはＯＣ及びＴＤ立ち会いのもとに予備ドローを

行い、その結果（仮スタート番号）を各都道府県に告知しなければなら

ない。  

  ②  各グループのドローで、前号により次グループに繰り越された場合、

ドローは次のようにして行う。  

   ・ 指定グループに繰り越された場合は、そのグループで一括ドローを

行う。  

   ・ 指定グループから指定外グループに繰り越された場合は、繰り越さ

れたもののみをドローし、そのグループの早い番号を与え、次いでそ

のグループに１名ずつの権利を有する指定外の都道府県をドローし、

前者に続く番号を与える。  

（７）スタート番号  

  ①  都道府県は、参加申込書の仮スタート番号欄に、与えられた仮スター

ト番号を必ず記載しなければならない。  

  ②  予め抽選された仮スタート番号順に各都道府県の選手名を当てはめ

て、空欄を詰めてスタート番号を決定する。  

  ③  全日本選手権大会等と異なり。海外派遣選手などの特典はすべてない。 

 

第２項  ジャイアントスラローム競技についての特別規則  

（１）競技は１本レースとする。ただし、標高差は 300m 以上とすることが望

ましい。  

（２）他の公認大会と異なり、同じグループ内でも後発競技者が先発競技者を

コース途中で抜く可能性もあり、次の方法により抜かれようとする競技者

に警告を発する。  

  ①  旗門審判員は、抜かれようとする競技者に、後発競技者が近づく危険

のあること  を知らせる。  

  ②  警告された競技者は、危険であるので直ちに後発競技者にコースを譲

らなければ  ならない。  

 

第３項  クロスカントリー競技、スペシャルジャンプ競技及びコンバインド競

技のスタート順について  

（１）３種目とも、１都道府県の種別（部別）最高出場者数と同じグループに

分け、各都道府県は各グループに１個のスタート番号を得る権利がある。 

（２）各グループの人数は、参加する都道府県の数によって決まる。したがっ

て、各グループの人数は一定しない。  

（３）クロスカントリー競技、スペシャルジャンプ競技及びコンバインド競技

もジャイアントスラローム競技同様に、各グループともＯＣ及びＴＤの立

ち会いのもとに予備ドローを行い、その結果（仮スタート番号）を各都道

府県に告知しなければならない。  

（４）参加する各都道府県は、参加申込書の仮スタート番号欄に、与えられた

仮スタート番号を必ず記載しなければならない。  与えられた仮スタート

番号の選択は、その都道府県の権利である。  

予め抽選された仮スタート番号順に各都道府県の選手名を当てはめ、空

欄を詰めてスタート番号を決定する。  

 

第４項  クロスカントリー競技及びコンバインド競技の距離及び走法  
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（１）クロスカントリー競技の距離及び走法は、成年男子Ａ、Ｂ及び少年男子

は、 10 ㎞のクラシカルとし、成年男子Ｃ及び女子は、５㎞のクラシカル

とする。  

（２）コンバインド競技クロスカントリーの距離及び走法は、成年男子Ａ及び

少年男子は、 10 ㎞フリー、成年男子Ｂは、５㎞のフリーとする。  

（３）リレー競技の距離及び走法は、成年男子及び少年男子は 10 ㎞×４のフ

リーとし、女子は５㎞×４のフリーとする。ただし、女子は、走者 4 名の

内２名以上は少年女子とし、第一走者及び第二走者を少年女子とする。  

 

第５項  クロスカントリー競技及びコンバインド競技のスタート方法につい

て  

（１）クロスカントリー競技のスタート間隔は、30 秒のダブルスタート又は、

15 秒のシングルスタートとする。状況により 30 秒以内の間隔なら変更す

ることもできる。  

（２）コンバインド競技のクロスカントリーにおけるスタート方法は、グンダ

ーセン方式とする。  

 

第６項  グループのスタート順について  

（１）ジャイアントスラローム競技は、第１グループ、第２グループ・・・・・

の順とする。ただし、グループは、シード順とする。  

（２）クロスカントリー競技のスタート順は、第 1 グループ、第 2 グループ、・・・

の順とし、ジュリーの判断によりグループ順を入れ替えることができる。 

（３）スペシャルジャンプ競技及びコンバインド競技のジャンプは、前号と同

様とする。  

 

第７項  リレー競技について  

 ＲＣの判断により、運営時間を短縮する方法を講じてもよい。  

 

第８項  全競技種目が終了しない場合の総合順位の決定について  

 天候などにより全競技種目が終了できなかった場合は、終了した種目の合計

得点によって男女総合の順位及び女子総合の順位を決定する。  

 

第９項  競技規則の適用について  

 ＳＡＪ競技規則によるが、大会要項が優先する。  

 

第 10 項  本規則の改廃  

 本規則の改廃は、競技本部理事会の議決による。  

 

 

 

平成 29 年 11 月 23 日  改正  

令和  5 年  9 月 13 日  改正  


